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多目的フリーローン 
 

令和 5年 12月 1日現在適用中 

１．商品名 ・多目的さんきょうフリーローン 

２．ご利用いただ

ける方 

・次のすべてを満たす者 

①当金庫営業区域に居住または勤務されている満 20 歳以上の方で、最終返済

時の年齢が満 75歳以下である方 

②安定継続した収入がある方 

③（一社）しんきん保証基金の保証を受けられる方 

３．ご融資金額およ

びご融資方法 

・10 万円以上 500 万円以内で 1 万円単位 

・証書貸付形式でご指定のご返済口座にご入金いたします  

４．お使いみち ・資金使途自由（おまとめ資金・事業性資金も含む） 

※投機的な性格の資金は対象になりません。 

５．ご利用期間 ・3 か月以上 10 年以内 

６．ご融資利率 ・4.5％（保証料 1.5％含む）、6.0％（保証料 2.5％含む） 

 7.5％（保証料 3.5％含む）、9.5％（保証料 5.0%含む） 

 12.0％（保証料 7.0％含む）5 段階保証 

※融資利率はしんきん保証基金の保証による 

７．ご返済方法 ・毎月元金均等又は元利均等割賦返済となります。 

※ご融資額の 50%まではボーナス時増額返済もご利用いただけます。 

 
８．保証人・担保 ・(一社)しんきん保証基金が保証しますので必要ありません。 

９．保証料 ・ (一社)しんきん保証基金所定の保証料を毎月のご返済時にお支払

い戴きます。 

 なお保証料は毎月のご返済金に含まれます。  

10．苦情処理措置 

紛争解決措置 

・苦情処理措置：本商品の苦情等は当金庫営業日に営業店またはお客様相談セ

ンター（0120-088-918、受付時間 9：00～17：00）にお申し

出ください。 

・紛争解決措置：東京弁護士会（ 03-3581-0031）、第一東京弁護士会

（03-3595-8588）、第二東京弁護士会（03-3581-2249）の仲

裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので希望さ

れるお客様は当金庫営業日に上記お客様相談センターまたは

全国しんきん相談所（03-3517-5825）、受付時間 9：00～17：

00）にお申し出下さい。 

また、お客様から、上記東京の弁護士会（東京三弁

護士会）に直接お申出いただくことも可能です。  

なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にも

ご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便

利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議

システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法（現地調

停）、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法

（移管調停）―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当

金庫お客様相談センターもしくは全国しんきん相談所にお

問合わせください。 
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11．その他 ・保証会社の保証が得られない場合など、ご希望にお答えできない場合も

ございますので、あらかじめご了承ください。 

・本人確認書類（運転免許証・パスポート等）の原本を確認のうえ写しの

ご提出をお願いいたします。 

・年収確認書類（保証金額 300 万円以下の場合は不要）の原本を確認のう

え写しのご提出をお願いいたします。 

 


